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９. 大学院授業科目の受講について 

 学士特定課題研究の履修を許可された学生等は，400番台の授業科目を10単位を上限として履修することができます。た

だし，学士課程の単位とはなりません。大学院に入学後，その授業科目が開講される際に，改めて履修申告を行い，所定

の書式を教務課に提出した場合に，大学院課程の単位となります。 

 

（注意） 

・学士課程において所属する系において，上限を10単位未満とする場合があります。 

・学士課程で受講した授業科目が，大学院入学後に休講，科目廃止により開講されない場合は，大学院課程の単位とし

て認められません。なお，科目名称変更の場合は，認められる可能性もありますので，教務課に確認してください。 

 ※卒業要件の単位ではありませんので，学士課程におけるGPA，GPT，CAP制（履修申告上限単位数）には影響しません。 

 

 

 

 

東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱い 

 

第１条 この取扱いは，東京工業大学（以下「本学」という。）の学士課程の学生が大学院授業科目の履修を希望する場

合の取扱いについて定めるものとする。 

第２条 履修を願い出ることができる者は，次の各号のいずれかに該当する学生とする。 

一 学士特定課題研究を許可された学生 

二 本学の大学院への入学が内定している学生 

三 東京工業大学B2Dスキーム実施要項（令和２年２月７日制定）第４条に規定するB2D学生のうち別に定める要件を満

たす学生 

第３条 前条に定める学生は，学士課程の在学中に，文系教養科目，キャリア科目及び講究科目を除く科目コード400番台

の授業科目を，指導教員及び授業担当教員の許可を受けた上で，合計10単位を上限として履修できるものとする。 

第４条 当該授業科目の学修の評価により合格した場合であっても，学士課程の単位としては認めない。ただし，大学院

に入学し，当該授業科目が開講される際に改めて履修申告を行うとともに所定の書式を提出した場合には，大学院課程

の単位として認めることができるものとする。 

第５条 この取扱いに定めるもののほか，必要な事項は，学院が別に定める。 

 

 

 

（注意）この10単位とは，「履修できる単位数」です。履修した結果合格しなかった科目の単位も含まれます。 
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10.文系教養科目履修案内 

どんなに高度な知識でも，持っているだけでは現実の社会に正しく応用することはできません。そこで必要になるのが教養

です。東工大の教養教育は，あなたが社会において果たすべき役割を見いだし（社会性），同時にあなた自身の眠れる可能

性を目覚めさせ（人間性），さらには多様な人々との関わりの中でアクションを起こす（創造性）のを助けます。教養科目

を通じてさまざまな挑戦をし，この世界で人と関わり自分を活かすための知恵と技術と自信を身につけましょう。 

 

教養コア学修科目（必修科目） 

 東工大の教養教育の核となる科目です。学士課程１年次から博士課程にいたるまでの教養教育をつらぬくようにして，お

おむね隔年で配置されています。学士課程では，このうち100番台の「東工大立志プロジェクト」，300番台の「教養卒論」

を履修します。いずれも必修科目です。ナンバリングはLAH.Cで始まります。 

 

《東工大立志プロジェクト》100番台，１Q，月木3-4or5-6限，必修２単位 

 東工大に入ったら誰もが最初に通る入口の門です。「講堂での大人数での講義」と，その内容を自分の経験や価値観にひ

きつけてとらえ直す「少人数でのグループワーク」を交互に行います。点数かせぎの受験マインドを脱して，大学での学び

の姿勢を身につけましょう。２ユニットが１クラスになり，担当教員がつきます。ユニットごとに履修時限が異なるので注

意してください。1年次１Qに東工大立志プロジェクトの単位取得ができなかった場合、翌年度以降の再履修となります。 

《教養卒論》300番台，３or４Q，月木3-4限，必修２単位 

 学士課程の教養教育をしめくくる，出口の門です。自分なりのストーリーにしたがって履修してきた教養科目。どんなこ

とを学べたのか，振り返って将来のビジョンへとつなげましょう。数回のガイダンスのあと，「東工大立志プロジェクト」

のときのクラスが再結集し，少人数のグループでお互いの進捗を確認しながら執筆を進めます。特別な訓練を受けた修士課

程の大学院生によるピアレビューのもと，何度もリライトしながらじっくり行います。ユニットごとに履修Qが異なります。 

「教養卒論」は、「東工大立志プロジェクト」の単位を取得した後でなければ履修できません。 
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